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平
成
27
年
の
労
働
者
派
遣
法
改
正
に
よ

り
、
派
遣
受
入
期
間
制
限
が
変
わ
り
ま
し
た
。

有
期
雇
用
派
遣
で
働
く
皆
様
へ

住
民
課　

内
線
２
４
９

10
月
１
日
～
７
日
は

　
　
　
　

  「
公
証
週
間
」
で
す

 

老
後
の
安
心
、
そ
れ
は
遺
言
で

　
財
産
の
相
続
に
つ
い
て
不
安
を
抱
え
て
い

ま
せ
ん
か
。
現
在
、
相
続
で
争
い
が
お
き
な

い
よ
う
老
後
の
安
心
設
計
の
た
め
、
全
国
で
、

年
間
10
万
人
を
超
え
る
方
々
が
公
正
証
書
に

よ
る
遺
言
を
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
法
律
の
専
門
家
で
公
務
員
の
公
証
人
は
、

遺
言
の
内
容
を
慎
重
に
検
討
し
て
書
面
に
し

ま
す
。
そ
の
原
本
は
、
公
証
役
場
で
長
く
保

管
さ
れ
ま
す
の
で
、
紛
失
・
破
棄
の
心
配
も

あ
り
ま
せ
ん
。
ま
た
、
相
続
開
始
後
は
、
す

ぐ
に
遺
言
に
基
づ
く
手
続
き
を
進
め
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

　
遺
言
作
成
の
ご
相
談
は
、
平
日
で
あ
れ
ば

年
間
を
通
し
て
お
受
け
し
て
お
り
、
遺
言
の

ほ
か
、
高
齢
者
の
任
意
後
見
、
離
婚
に
関
す

る
取
り
決
め
な
ど
の
相
談
も
お
受
け
し
て
い

ま
す
。
相
談
費
用
は
無
料
で
す
。

　
公
証
週
間
中
は
特
に
態
勢
を
強
化
し
、
土

曜
日
、
日
曜
日
に
相
談
会
を
開
催
し
ま
す
の

で
、
ぜ
ひ
お
気
軽
に
お
出
か
け
く
だ
さ
い
。

電
話
で
の
相
談
に
も
応
じ
ま
す
。

◎
公
証
週
間
中
の
相
談
会
【
一
宮
公
証
役
場
】

▼
日
時
　
①
10
月
１
日
（
月
）
～
５
日
（
金
）

　
　
　
　
　
午
前
９
時
～
午
後
５
時

　
　
　
　
②
10
月
６
日
（
土
）、
７
日
（
日
）

　
　
　
　
　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

▼
場
所
　
一
宮
公
証
役
場 

　
　
　
　
　
一
宮
市
栄
１
‐
９
‐
20

　
　
　
　
　  

朝
日
生
命
一
宮
ビ
ル
５
階

　
　
　
　
　
☎
０
５
８
６
（
72
）
４
９
２
５

▼
費
用
　
相
談
は
無
料
で
す
。

あ
り
が
と
う

社
会
福
祉
の
た
め
に

一
、
金
三
万
円
　
　
　
　
　
吉
村
英
夫
　
様

一
、
金
五
千
円
　
　
　
　
　
　
　
　
某
　
様

一
、
歩
行
器
　
　
　
　
　
中
塚
婦
貴
子
　
様

平成 30 年 6 月 12 日～ 7 月 9 日分
◆東日本大震災義援金
　（役場義援金箱）                                               金    1,762 円
◆平成 28 年熊本地震災害義援金
　（役場義援金箱）                                               金    1,806 円
◆平成 29 年 7 月 5 日からの大雨災害義援金
　（役場義援金箱）                                               金    2,020 円

平成 30 年 6 月 22 日～ 7 月 9 日分
◆平成 30 年大阪府北部地震災害義援金　
   （役場義援金箱）                                               金  12,081 円

　日本赤十字社愛知県支部扶桑町分区へ上記の金額が寄せられ
ました。ご協力ありがとうございました。

義　援　金
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▼
開
催
日
　
10
月
７
日
（
日
） 

　

▼
場
所
　
名
古
屋
法
務
局

　
　
　
　
名
古
屋
市
中
区
三
の
丸
２
‐
２
‐
１

　
　
　
　
　（
名
古
屋
合
同
庁
舎
第
１
号
館
）

▪
イ
ベ
ン
ト
①
「
全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日

相
談
所
（
名
古
屋
法
務
局
）」

▼
時
間
　
午
前
10
時
～
午
後
４
時

▼
内
容
　
法
務
局
が
所
掌
す
る
業
務
（
登
記
、

筆
界
特
定
、
人
権
擁
護
及
び
供
託
等
）
を
始

め
遺
言
等
の
公
正
証
書
の
作
成
に
関
す
る
相

談
や
、
一
般
法
律
相
談
、
税
に
関
す
る
相
談

な
ど
、
日
常
生
活
の
様
々
な
心
配
ご
と
、
困

り
ご
と
、
悩
み
ご
と
に
つ
い
て
、
法
務
局
職

員
並
び
に
公
証
人
、
司
法
書
士
、
土
地
家
屋

調
査
士
、
人
権
擁
護
委
員
、
税
理
士
及
び
法

テ
ラ
ス
所
属
弁
護
士
が
無
料
で
相
談
を
受
け

ま
す
。

※
相
談
は
予
約
制
で
す
。（
当
日
予
約
が
な
く

　
て
も
相
談
を
受
け
付
け
ま
す
が
、
長
い
時

　
間
お
待
ち
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま
す
。）

　
法
テ
ラ
ス
所
属
弁
護
士
に
対
す
る
相
談 

　
は
、
12
組
限
定
の
完
全
予
約
制
で
す
。（
予

　
約
が
な
い
場
合
は
相
談
を
お
受
け
で
き
ま

　
せ
ん
。）

▪
イ
ベ
ン
ト
②
「
市
民
講
座
」

▼
時
間
　
午
前
11
時
～
午
後
３
時

（
相
続
・
午
前
11
時
～
、
未
登
記
建
物
・
午

後
１
時
～
、
遺
言
・
午
後
２
時
～
）

▼
内
容
　
相
続
登
記
が
放
置
さ
れ
て
い
る
た

め
、
所
有
者
の
把
握
が
困
難
と
な
り
、
公
共

事
業
が
進
ま
な
い
な
ど
の
所
有
者
不
明
土

地
・
空
屋
問
題
が
全
国
的
に
広
が
っ
て
い
る

こ
と
を
受
け
て
、
遺
言
、
相
続
及
び
未
登
記

建
物
（
空
家
等
対
策
推
進
を
含
む
）
の
３
つ

の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
公
証
人
、
司
法
書
士

及
び
土
地
家
屋
調
査
士
が
分
か
り
や
す
く
説

明
し
ま
す
。

※
受
講
は
予
約
制
で
す
。
定
員
（
60
名
）
に

　
な
り
次
第
、
締
め
切
り
ま
す
。

▼
費
用
　
無
料

▼
予
約
申
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　
名
古
屋
法
務
局
民
事
行
政
調
査
官
室

　
　
☎
０
５
２
（
９
５
２
）
８
１
７
０

　
　
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分  

　
　
　
　
　
　（
土
・
日
・
祝
日
休
み
）

「
全
国
一
斉
！
法
務
局
休
日
相

談
所（
名
古
屋
法
務
局
）」と「
市

民
講
座
」
を
同
時
開
催
し
ま
す

　
こ
の
改
正
か
ら
今
年
９
月
30
日
で
３
年
が

経
過
し
、
期
間
制
限
の
期
限
を
迎
え
よ
う
と

し
て
い
ま
す
。

　
派
遣
労
働
者
の
方
は
、
同
じ
派
遣
先
の
同

じ
「
課
」
な
ど
で
３
年
を
超
え
て
働
く
こ
と

は
で
き
ま
せ
ん
。(

た
だ
し
無
期
雇
用
派
遣

労
働
者
や
60
歳
以
上
の
方
な
ど
は
こ
の
期
間

制
限
の
対
象
外
で
す
。)

同
じ
派
遣
先
の
同

じ
「
課
」
な
ど
に
継
続
し
て
３
年
派
遣
さ
れ

る
見
込
み
と
な
っ
た
場
合
、
派
遣
会
社
か
ら

雇
用
の
安
定
を
図
る
た
め
の
措
置
を
受
け
る

こ
と
が
可
能
で
す
。
詳
し
く
は
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
『
労
働
者
派
遣
法
　
平
成
27
年
改
正
』

で
検
索
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
　
愛
知
労
働
局

　
需
給
調
整
事
業
部
　
特
別
相
談
窓
口

　
☎
０
５
２
（
２
１
９
）
５
５
８
７


